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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率化と健全性を高めるとともに、公正で透明性の高い経営体制を構築してい
くことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

廣飯　伸一 880,000 17.43

吉田　大介 642,000 12.72

合同会社吉田事務所 575,000 11.39

株式会社ソルクシーズ 250,000 4.95

吉田　大志 150,000 2.97

亀井　佳代 145,000 2.87

TIS株式会社 100,000 1.98

株式会社カストデイ銀行（証券投資信託口） 63,000 1.25

吉田　昭 48,000 0.95

株式会社SBI証券 33,600 0.67

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

・上記「大株主の状況」は、2022年３月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 3 月



業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

栗原　学 公認会計士

杉山　浩 公認会計士

飛松　純一 弁護士

長尾　章 他の会社の出身者 △ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家



g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

栗原　学 ○ ○ 該当事項はありません。

公認会計士としての専門的見地から、取締役
会では当該視点から積極的に意見を述べてお
り、特に経理・財務及び内部監査について専門
的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決
定の妥当性・適正性を確保するための適切な
役割を果しております。当社と同氏との間に利
害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる
おそれのない独立性を有していると判断し、独
立役員として選任しております。

杉山　浩 ○ ○ 該当事項はありません。

公認会計士及び税理士としての専門的見地か
ら、取締役会では当該視点から積極的に意見
を述べており、特に経理・財務及び税務につい
て専門的な立場から監督、助言等を行うなど、
意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果しております。当社と同氏との
間に利害関係はなく、一般株主との利益相反
が生じるおそれのない独立性を有していると判
断し、独立役員として選任しております。

飛松　純一 ○ ○ 該当事項はありません。

弁護士としての専門的見地から、取締役会で
は当該視点から積極的に意見を述べており、
特にコンプライアンス及びリスクマネジメントに
ついて専門的な立場から監督、助言等を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の適切な役割を果しております。当社と同氏と
の間に利害関係はなく、一般株主との利益相
反が生じるおそれのない独立性を有していると
判断し、独立役員として選任しております。

長尾　章 　 ○

長尾章氏は株式会社ソルクシーズの代表
取締役社長であります。株式会社ソルクシ
ーズは、当社と営業上の取引関係があり
ますが、販売実績及び当該販売実績の総
販売実績に対する割合は、それぞれ750
千円、0.1％と僅少であります。また、株式
会社ソルクシーズは当社の株式を250,000
株所有しておりますが、発行済株式の総
数に対する所有株式数の割合は4.95％と
僅少であります。当社の重要な人的関係
、その他の利害関係は無く、一般株主との
利益相反の生じるおそれのない独立役員
と認識しております。また、同氏の兼任先
とも特別の利害関係はありません。

長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取
締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を
通して培った企業経営に関する高い知見を有
しております。当社が今後、業容を拡大していく
にあたり、ガバナンス強化と事業推進の両面か
ら当社の経営に適切な助言・監督を行っていた
だけることを期待し、同氏を独立役員として選
任しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし



現在の体制を採用している理由

当社には、専属で監査等委員の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて総務グループにて監査等委員の職務補助を行います。
なお、独立性確保のため、当該使用人による監査等委員会の職務の補助については業務執行取締役の指揮命令権は及びません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部統制機能を有効に機能させるために、監査等委員による監査、内部監査、監査法人による監査の連携を高めるとともに、それぞれが独立し
た立場から、内部統制に係る整備状況を継続的に検証していくことが必要と考えております。このことから定期的に関係者が集まり、積極的な情
報交換を行うことで内部統制の有効性の確保に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 2 1 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 2 1 4 0 0
社外取
締役

補足説明

指名報酬委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

現時点では、取締役２名が大株主であるため、株主と価値を共有していることから、基本報酬のみとしているため。

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容
にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受け
ております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容
が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うも
のであると判断しております。

なお、当社は、2021年10月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意
の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬委員会を設置し、2022年3月23日開催の取締役会において、取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を一部改訂しております。改訂後は、2022年6月開催の定時株主総会後か
らは個々の取締役（監査等委員を除く）の基本報酬については、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する
方針に変更しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a.　基本報酬に関する方針

現時点では、取締役（監査等委員を除く）２名が大株主であるため、株主と価値を共有していることから、基本報酬（固定報酬：金銭）のみとする。
取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額の範囲内において、企業規模、グロース市場上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員
の処遇水準を勘案し、また、各々の経営能力、貢献度、役位・職責・在任期間等を考慮して決定する。

b.　業績連動報酬等に関する方針

現時点では、導入しない。

c.　非金銭報酬等に関する方針

現時点では、導入しない。

d.　報酬等の割合に関する方針

月額固定報酬のみとする。

e.　報酬等の付与時期や条件に関する方針

毎年６月開催の定時株主総会後に支給額を改定し、翌月７月より決定した年間報酬額を12分割した額を１年間にわたり毎月支払うこととする。

f.　報酬等の決定の委任に関する事項

（改訂前：当事業年度）

個々の取締役（監査等委員を除く）の基本報酬額については、代表取締役社長に一任し、社外取締役３名で構成されている監査等委員会への諮
問を経て決定する。

（改訂後：2022年６月開催の定時株主総会後より）

特になし。

g.　上記のほか報酬等の決定に関する事項

（改訂前：当事業年度）

特になし。

（改訂後：2022年６月開催の定時株主総会後より）

個々の取締役（監査等委員を除く）の基本報酬額について、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する。

【社外取締役のサポート体制】



社外取締役へのサポートは総務グループが行っております。社外取締役が期待される役割を果たすために、取締役会等重要な会議に関する資
料の事前配布、必要に応じた個別直接の事前説明、十分な検討時間の確保等に配慮しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

株主総会

株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、株主に対する情報提供及び情報交換の場であり、議決権行使の場であると認識しております。

取締役会

当社の取締役会は社外取締役４名を含む取締役７名で構成されており、取締役会規程に基づき、経営の意思決定機関として当社の経営に関す
る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、定例取締役会を毎月１回、また必要に応じて臨時取締役
会を開催しており、迅速な経営判断を行っております。

監査等委員会

当社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は常勤の社外取締役１名及び非常勤の社外取締役２名の計３名で構成されてお
り、監査等委員会規程に基づき、取締役会に出席するほか重要会議にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。

監査等委員は、定例監査等委員会を毎月１回、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議
するとともに、監査に必要な情報を相互に共有しております。

指名報酬委員会

当社の指名報酬委員会は、2022年６月22日現在、代表取締役社長、社外取締役４名の計5名で構成されており、社外取締役常勤監査等委員 栗

原 学氏を委員長としております。

当社は、取締役の指名報酬等の決定に係る公平性、透明性及び客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設
置しております。当委員会は、委員長及び構成員の過半数を独立社外役員としており、取締役会に答申を行っております。

経営会議

経営会議は、経営及び業務執行に関する協議・諮問機関として設置しております。出席メンバーは、常勤取締役及びその他代表取締役が必要と
認めた者で構成され、毎月１回以上開催して経営に関する重要事項の協議等を行っております。

内部監査

内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命した当社の業務に精通した従業員１名が担当しております。内部監
査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監
査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状
況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。

会計監査人

有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査以外にも、必要に応じ会計上の各課題について協議を行うなど、適切な会計処理に

努めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能を強化することを目的として、監査等委員会
設置会社という経営形態を選択しております。

また、複数の社外取締役の招聘により、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図ることに加え、リスクマネジメント体制
、コンプライアンス体制、内部監査体制を確立し、各々について定期的に報告を行うことで、取締役会による取締役の職務執行の監督を実効性あ
るものとしております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送、招集通知発送前WEB開示を行っており
ます。

集中日を回避した株主総会の設定 開催日の設定に際しては、集中日を避けるように設定しております。

電磁的方法による議決権の行使
現時点では電磁的方法による議決権行使は行っておりません。インターネットによる議決
権行使の実施について、検討を進めてまいります。



議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

将来の実施を目指し、検討を進めてまいります。

招集通知（要約）の英文での提供 株主構成を注視しながら、必要に応じて実施に向けた検討を進めてまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明会を定期的に開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにIRサイトを設置し、決算情報その他の適時開示情報を掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務グループにIR担当者を置いております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、２１世紀の文化を創る学生の皆様を対象として企業訪問の受け入れを実施し、音
声技術を通したキャリア形成のお手伝いを行っております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、ステークホルダーに対して、適時適切に会社情報を提供することが重要と考えて
おります。そのため、当社ホームページ、決算説明会等で情報開示を行っております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、業務の適正を確保するための体制を以下のとおり整備しております。

（a）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社は、社会から信頼され、社会的責任を果たす継続企業であるためには、コンプライアンスの徹底が経営の重要課題であると認識しておりま
す。このような考えのもと、当社は、「企業行動規範」を制定し、全役職員が高い倫理観に基づいて行動し、公正かつ透明性の高い経営体制の確
立を目指しております。また、同基準の具体的な行動指針として、「コンプライアンス規程」を定め、その運用管理を担当するコンプライアンス部会
も設置しております。代表取締役を委員長とする内部統制委員会における部会として、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行ってまいり
ます。

②当社は、法令遵守体制の監視及び業務執行の適切性の確保を目的として、代表取締役直轄の組織である内部監査室を設置しております。内
部監査担当者は、業務が規程に則って、適正かつ合理的に執行されているか定期的に監査し、その結果を代表取締役に報告するとともに、監査
対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。また、監査等委員及び会計監査人と連携をとり
、監査に必要な情報について、共有化を図っております。

③当社は、取締役及び使用人が弁護士資格を有する監査等委員に匿名で相談・申告できる内部通報制度を設け、コンプライアンスに関する相談
または不正行為等の通報の受け皿とすることにより、コンプライアンスの重要性を共有する体制を構築しております。

（b）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①当社は、株主総会、取締役会等重要な会議の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については法令及び「文書管理規程」等の関連
規程に従い、適切に保存及び管理しております。

②経営に関する重要情報については、閲覧権限を明確化し周知徹底するとともに、その取扱いに関する全役職員への教育を実施し、情報管理体
制の強化を図っております。また、関連規程については、必要に応じて適時見直し、改善を図っております。

（c）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、会社の経営危機、リスクに対する対処方法及び管理の体制等について定めた「リスクマネジメント規程」を制定し、当該規程にそって適
切なリスクマネジメント体制を構築しております。

②危機発生を未然に防ぐため、内部監査担当者は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、法令定款違反その他の事由に基づき、
損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに担当部署に通
報するとともに、各担当取締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を整えております。



③有事の際は、「危機管理規程」に従い、代表取締役が対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等と迅速な対応をとれる体制を構築しており
ます。

（d）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社は、取締役会を毎月開催するほか、同会議での決議を迅速、且つ円滑に行うため、取締役、執行役員及び部門責任者から構成する「経営
会議」を、毎月定期的に開催しております。当社は、経営会議を、取締役会に次ぐ意思決定機関と位置づけ、経営に係わる諸事項の審議を行うと
ともに、取締役会で承認された中期経営計画及び単年度事業予算の組織毎の目標・方針・重点施策に関し、目標の達成状況、方針・施策の展開
状況を月次・四半期毎にチェックする業績管理を行っております。

②業務執行については、「職務権限規程」、「職務分掌規程」その他の関連規程に基づき、役員及び従業員の職務分担、権限を明確化し、適正な
管理水準を維持できる体制を構築しております。

（e）監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該
使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①監査等委員の求めに応じて、監査等委員会の同意のもとに、補助すべき使用人として、監査計画に従い必要な人員を配置しております。

②監査等委員会及び監査等委員である取締役を補助する使用人は、その職務に関して監査等委員である取締役の指揮命令のみに服し、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）から指揮命令を受けないこととなっております。

③当該使用人の人事評価は監査等委員である取締役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査等委員である取締役
の同意を得ることになっております。

（f）当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①監査等委員である取締役は、監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他の重要な会議に出席し、役員及び従業員から重要事
項の報告を求めることができる体制を構築しております。

②役員及び従業員は、当社の財務及び業績に重要な影響を及ぼす事項について監査等委員である取締役に報告し、職務の執行に関する法令・
定款違反、不正行為の事実を知ったときは監査等委員である取締役に遅滞なく報告することになっております。

③当社は、監査等委員である取締役へ報告を行った当社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止してお
ります。

（g）その他監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①当社の役員及び従業員は、監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査に対する理解を深め、当該監査の環境を整備しております。

②監査等委員である取締役は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査担当及び会計監査人と連携し、適切な意思疎通を
行うことにより監査の実効性を確保しております。

③取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員である取締役又は監査等委員会からの適時な報告に対して、真摯に受け止めており
ます。

④監査等委員である取締役がその職務執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、速やかにそれを処理しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

①当社は、反社会的勢力の排除は、企業に課された重要な社会的責任としての取り組みであると認識し、そのような団体・個人には、毅然とした
態度で臨み、不当・不法な要求には応じず、一切の関係を遮断することを基本方針としております。

②当社は、基本方針を役員及び従業員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行
政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制、信用調査等の情報活用により、反社会的勢力との接触を
事前に防止できる体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。





【適時開示体制の概要（模式図）】 
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発生事実に関する情報等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各グループ 

 取締役会付議予定議
案の提出 

 重要事実の発生 

総務グループ 

又は経理グループ 

 取締役会付議予定議
案の取り纏め 

 適時開示規則上の開
示有無確認 

執行責任者 

 代表取締役 

取締役会 情報開示 

監査等委員 

 開示有無に係る意見
陳述（取締役会席上） 

報告 開示有無の確認 

経過及び結果の報告 

情報取扱責任者 

 執行役員総務グルー
プ統括 

議案上程 

執行責任者 

 代表取締役 

情報取扱責任者 

 執行役員総務グルー
プ統括 

各グループ 

 重要事実の発生 

総務グループ 

又は経理グループ 

 発生した重要事実の
内容取り纏め 

 適時開示規則上の開
示有無確認 

監査等委員 

 開示有無に係る意見
陳述 

情報開示 

報告 
開示有無の確認 

経過及び結果の報告 


